
中
波
地
蔵
尊
の
造
立

地
蔵
菩
薩
の
真
言

　
　
「
お
ん
　
か
か
か
び
　
さ
ん
ま
え
い
　
そ
わ
か
」

　
別
府
市
千
代
町
中
浜
筋
商
店
街
の
ほ
ゞ
中
央
に
、
桃
山
建
築
様

式
を
思
わ
せ
る
立
派
な
お
堂
が
あ
る
。
そ
の
中
に
、
石
造
の
地
蔵

菩
薩
が
奉
祀
さ
れ
て
い
る
。
土
地
の
名
を
付
け
て
中
浜
地
蔵
尊
と

呼
び
、
多
く
の
信
者
を
も
ち
、
香
煙
の
絶
え
る
こ
と
の
な
い
ほ
ど

ご
発
効
し
て
い
る
。
地
蔵
尊
の
呼
称
は
地
区
の
シ
ン
ボ
ル
を
意
味

安
　
部
　
和
　
也

す
る
も
の
で
、
こ
の
お
地
蔵
さ
ん
は
中
浜
地
区
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ

る
。

　
中
浜
地
蔵
尊
に
は
、
今
は
亡
き
著
名
な
郷
土
史
家
Ｆ
氏
の
執
筆

に
よ
る
「
中
浜
地
蔵
尊
由
来
記
」
が
あ
る
。
こ
の
箱
書
き
が
昭
和

十
七
年
八
月
縁
日
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
同
年
に
作
ら
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
そ
の
由
来
記
を
要
約
す
る
と
、

　
中
浜
地
蔵
尊
は
、
一
四
〇
〇
年
以
前
の
第
三
十
代
敏
達
天
皇
の

十
二
年
（
五
八
六
）
、
目
羅
法
師
が
豊
後
に
来
た
り
て
中
浜
の
里

道
に
奉
祀
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
佐
藤
太
郎
右
衛
門
尉
貞
茂
が
慶
長
の
大
地
宸
（
一
五
九
六
）
の

後
、
中
浜
地
蔵
尊
の
傍
ら
に
草
庵
を
営
み
、
犠
牲
者
の
冥
福
を
祈

る
た
め
に
日
夜
念
仏
修
業
を
行
な
っ
た
。

　
地
蔵
尊
は
も
と
も
と
野
仏
と
し
て
雨
露
に
曝
さ
れ
て
い
た
が
、

文
化
ヤ
ー
年
（
一
八
一
四
）
に
地
蔵
堂
が
建
立
さ
れ
て
堂
内
に
安
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置
さ
れ
た
。
の
三
点
に
し
ぼ
ら
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
由
来
記
に
記
さ
れ
て
い
る
日
羅
と
佐
藤
太
郎
右
衛
門

尉
貞
茂
の
両
人
物
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
。

　
由
来
記
で
は
、
地
蔵
尊
を
奉
祀
し
た
の
は
日
羅
法
師
と
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
書
紀
に
よ
る
と
、
敏
達
天
皇
の
十

二
年
十
月
、
百
済
国
の
高
官
に
仕
官
し
て
い
た
日
羅
は
天
皇
の
命

に
従
っ
て
帰
国
し
た
が
、
十
二
月
晦
日
に
百
済
か
ら
連
れ
て
き
た

随
臣
に
よ
っ
て
暗
殺
さ
れ
た
と
い
う
。
帰
国
か
ら
殺
さ
れ
る
ま
で

の
ニ
カ
月
の
短
期
間
に
、
別
府
に
来
ら
れ
た
だ
ろ
う
か
。
当
時
と

し
て
は
全
く
不
可
能
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
県
下
寺
院
の
創
建
、
磨
崖
仏
の
彫
刻
に
つ
い
て
は
、
県
北
の
国

東
・
宇
佐
・
速
見
方
面
で
は
仁
聞
菩
薩
伝
説
、
中
部
の
大
分
・
大

野
方
面
で
は
日
羅
伝
説
、
県
南
の
臼
杵
方
面
で
は
蓮
城
法
師
伝
説

が
定
着
し
て
い
る
。
と
く
に
、
日
羅
伝
説
が
大
野
川
流
域
に
存
在

す
る
の
は
、
密
教
修
験
者
が
阿
蘇
大
神
宮
西
巌
寺
を
本
拠
と
し
て

勝
軍
地
蔵
（
日
羅
）
を
尊
奉
し
て
、
大
野
川
沿
い
に
霊
地
・
霊
山

を
創
り
、
仏
教
文
化
の
日
羅
圈
を
形
成
し
た
た
め
と
『
豊
後
磨
崖

仏
散
歩
』
に
見
え
る
。

　
日
羅
法
師
に
よ
る
中
浜
地
蔵
の
奉
祀
は
、
日
羅
伝
説
に
も
と
づ

い
て
作
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
日
羅
は
由
来
記
で

は
法
師
と
な
っ
て
い
る
が
百
済
国
の
行
政
官
で
法
師
で
は
な
い
。

　
つ
ぎ
に
、
慶
長
の
大
地
震
の
後
、
中
浜
地
蔵
尊
で
日
夜
念
仏
を

唱
え
て
犠
牲
者
の
霊
を
弔
い
、
得
度
し
て
僧
と
な
っ
た
佐
藤
太
郎

右
衛
門
尉
貞
茂
は
実
在
し
た
か
考
え
て
み
た
い
。

　
由
来
記
に
よ
る
と
貞
茂
は
、
寛
永
十
三
年
（
一
六
三
六
）
に
八

六
歳
で
没
し
て
い
る
。
し
か
し
、
元
和
八
年
（
二
八
二
二
）
に
つ

く
ら
れ
た
当
時
の
戸
籍
簿
と
も
言
え
る
「
小
倉
藩
人
畜
改
帳
」
に

は
、
別
府
村
、
浜
脇
村
に
は
該
当
す
る
人
物
は
見
当
ら
な
い
。
江

戸
時
代
に
は
、
浜
脇
村
の
百
姓
が
村
を
離
れ
る
と
き
に
は
そ
の
庄

屋
の
許
を
、
別
府
村
に
移
住
す
る
に
は
別
府
村
の
庄
屋
の
許
を
必

要
と
し
、
両
庄
屋
と
も
に
代
官
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
他
村
に
移
住
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
在
で
は

想
像
も
つ
か
ぬ
大
事
件
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
ま
た
、
年
貢
を
納
め
る
地
主
百
姓
を
増
や
し
て
、
公
知
私
領
と

も
に
年
貢
増
徴
政
策
を
執
っ
て
い
た
時
代
に
、
浜
脇
村
の
百
姓
が

居
村
を
離
れ
て
別
府
村
で
読
経
に
明
け
暮
れ
す
る
こ
と
が
、
は
た

し
て
許
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
百
姓
が
上
地
に
縛
り
付
け
ら
れ
て

い
た
時
代
に
で
あ
る
。

-
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ま
た
、
鎌
倉
時
代
以
前
、
現
在
の
旧
市
街
地
は
も
と
も
と
浜
脇

湾
の
海
底
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
た
び
重
な
る
土
石
流
や
泥
流
で
次

第
に
埋
ま
っ
て
扇
状
地
形
が
作
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
の
末
端
は
十

六
世
紀
後
半
に
は
、
秋
葉
神
社
の
前
を
南
北
に
走
る
旧
往
還
道
路

の
線
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
の
鶴
見
山

の
大
崩
壊
に
よ
っ
て
湾
が
埋
ま
っ
て
出
来
た
砂
丘
が
、
北
浜
、
中

浜
、
南
浜
と
呼
ば
れ
た
海
岸
の
土
地
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
中
浜
の
土
地
は
慶
長
三
年
以
降
に
出
来
た
土
地
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
六
世
紀
、
こ
の
場
所
に
日
羅
が
地
蔵
菩
薩
を

奉
祀
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
中
浜
地
蔵
尊
の
誕
生
を
解
明
す
る
に
は
、
地
蔵
尊
と
は
ど
ん
な

仏
で
、
そ
の
信
仰
は
い
つ
ど
こ
で
始
ま
り
、
ど
の
よ
う
な
過
程
を

経
て
発
達
し
、
何
の
目
的
で
菩
薩
像
の
造
立
が
な
さ
れ
た
か
を
調

べ
た
土
で
解
き
明
か
さ
な
い
と
、
真
実
の
解
明
に
は
な
ら
な
い
。

　
そ
こ
で
、
地
蔵
尊
造
立
の
謎
を
、
地
蔵
信
仰
と
石
仏
、
地
蔵
尊

誕
生
と
に
分
け
て
解
明
し
て
み
る
。

地
蔵
信
仰
と
石
仏

　
地
蔵
菩
薩
と
は
釈
迦
入
滅
後
、
五
六
億
七
千
万
年
後
に
弥
勒
菩

薩
が
出
生
す
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
間
、
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
、
修

羅
、
人
間
、
天
上
の
六
道
を
夜
と
な
く
昼
と
な
く
径
巡
し
て
、
闇

黒
世
界
に
も
が
き
苦
し
む
衆
生
の
救
済
を
、
ひ
た
す
ら
努
め
ら
れ

る
慈
悲
深
い
菩
薩
様
で
あ
る
。

　
地
蔵
信
仰
の
起
り
は
唐
の
永
微
四
年
（
穴
五
三
）
で
、
八
世
紀

に
日
本
に
伝
来
、
日
木
版
地
蔵
菩
薩
十
王
経
が
作
ら
れ
て
日
本
で

の
地
蔵
信
仰
が
普
及
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
　
『
扶
桑
日
記
』
に
は
、
宇
佐
ハ
幡
神
は
「
地
蔵
菩
薩
」
と
称
し

た
と
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
宇
佐
ハ
幡
神
は
宝
亀
八
年
（
七
七
七
）
出
家
す
る
」
。
仏
教
に

帰
依
し
た
ハ
幡
神
は
大
自
在
工
菩
薩
（
地
蔵
菩
薩
）
と
称
す
」
と
。

　
こ
の
『
扶
桑
日
記
』
を
信
じ
る
と
八
世
紀
の
後
半
、
宇
佐
八
幡

宮
に
地
蔵
信
仰
が
入
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
中
浜
地
蔵
尊
の
奉
祀
が
由
来
記
に
記
さ
れ
て
い
る
と
お

り
と
す
れ
ば
、
唐
で
地
蔵
信
仰
が
起
る
六
十
七
年
前
に
、
す
で
に

別
府
の
地
で
地
蔵
信
仰
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
仏
教

史
・
日
本
史
に
お
け
る
地
蔵
信
仰
発
祥
の
地
を
別
府
に
書
替
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
地
蔵
信
仰
の
基
と
な
っ
た
地
蔵
菩
薩
十
王
経
と
は
、
「
人
間
は
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死
す
と
肉
体
は
こ
の
世
に
残
る
が
、
魂
は
あ
の
世
に
行
き
閻
魔
大

王
の
前
で
初
七
日
か
ら
四
九
日
に
至
る
七
日
毎
の
七
回
と
、
百
ケ

日
・
一
年
忌
・
三
年
忌
の
計
一
〇
回
に
わ
た
っ
て
、
生
前
の
所
業

に
つ
い
て
罪
状
有
無
の
裁
判
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判

の
結
果
罪
な
き
者
は
極
楽
に
、
有
罪
者
は
浮
ぶ
瀬
の
無
い
地
獄
に

送
ら
れ
、
そ
の
拷
問
に
も
が
き
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

地
蔵
菩
薩
に
お
鎚
が
り
す
れ
ば
必
ず
地
獄
よ
り
救
済
し
て
く
だ
さ

る
」
と
の
教
え
で
あ
る
。

　
一
三
世
紀
に
造
ら
れ
た
と
す
る
臼
杵
石
仏
の
堂
ケ
迫
十
王
群
が

こ
の
裁
判
の
場
を
磨
崖
仏
で
表
し
て
い
る
。
岸
壁
の
中
央
に
裁
判

長
の
地
蔵
菩
薩
（
閻
魔
大
王
は
地
蔵
菩
薩
の
化
身
）
が
一
際
大
き

く
刻
ま
れ
て
お
り
、
左
右
に
は
衣
冠
束
帯
を
着
け
た
険
し
い
顔
で

笏
を
持
ち
威
儀
を
正
し
た
裁
判
官
の
仏
一
〇
体
（
十
王
）
が
刻
ま

れ
て
い
る
。
こ
こ
の
地
蔵
菩
薩
像
は
左
手
を
膝
上
に
し
て
宝
珠
を

持
ち
、
右
手
は
胸
前
に
立
て
与
願
印
を
結
び
、
右
足
は
組
み
左
足

は
下
げ
て
腰
掛
け
た
半
珈
の
姿
で
あ
る
。
こ
の
姿
型
こ
そ
地
蔵
菩

薩
像
の
原
形
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
わ
が
国
で
仏
像
が
造
ら
れ
た
の
は
飛
鳥
時
代
（
七
世
紀
）
の
金

銅
仏
が
始
ま
り
で
、
そ
れ
に
木
彫
仏
が
加
わ
り
、
奈
良
時
代
（
八

世
紀
）
に
な
っ
て
塑
像
・
乾
漆
像
が
発
達
、
平
安
朝
時
代
（
九
世

紀
）
に
木
彫
仏
の
全
盛
期
を
迎
え
る
。

　
石
仏
の
造
仏
は
、
奈
良
時
代
が
始
め
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

は
奈
良
地
区
に
限
定
さ
れ
て
の
こ
と
で
、
そ
の
数
は
極
め
て
少
な

い
。
平
安
後
期
（
万
一
世
紀
）
に
な
っ
て
活
発
に
造
ら
れ
始
め
、

鎌
倉
時
代
、
室
町
時
代
、
江
戸
時
代
へ
と
発
達
し
て
い
く
の
で
あ

る
。
石
仏
は
造
仏
年
代
に
よ
っ
て
そ
の
姿
型
、
彫
刻
手
法
が
大
き

く
異
な
り
、
平
安
時
代
の
石
仏
は
木
彫
仏
師
が
平
ノ
ミ
を
使
っ
て

軟
岩
に
造
仏
す
る
磨
崖
仏
が
主
体
を
な
し
、
鎌
倉
時
代
（
一
三
世

紀
）
に
な
る
と
、
や
や
硬
質
の
石
材
を
使
い
こ
な
す
技
術
の
進
歩

と
彫
刻
刀
の
改
良
に
よ
っ
て
、
彫
刻
に
適
し
た
軟
岩
、
割
石
、
板

石
に
線
彫
り
、
浮
き
彫
り
の
手
法
で
本
格
的
仏
師
に
よ
る
造
仏
が

行
な
わ
れ
た
。
江
戸
時
代
（
一
七
世
紀
）
に
な
る
と
石
工
が
石
山

で
荒
削
り
を
行
な
っ
た
後
、
作
業
所
ま
た
は
造
立
場
所
に
運
ん
で

丸
彫
り
の
造
仏
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
中
浜
地
蔵
尊
の
材
質
は
石
造
り
、
彫
刻
は
丸
彫
り
、
姿
型
は
立

像
（
両
手
は
破
損
し
て
印
相
・
宝
珠
は
不
明
）
で
あ
り
、
こ
れ
ら

を
総
合
し
て
考
え
る
と
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
造
立
と
思
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わ
れ
る
。

　
県
下
の
石
造
地
蔵
菩
薩
像
の
内
、
丸
彫
り
立
像
で
造
立
年
号
が

判
っ
て
い
る
地
蔵
菩
薩
像
を
見
る
と
、
野
津
町
宮
原
迫
の
地
蔵
菩

薩
像
は
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
、
中
浜
地
蔵
尊
と
姿
型
、
材
質

と
も
全
く
同
一
で
あ
る
と
由
来
記
に
記
さ
れ
て
い
る
大
分
市
生
石

雷
雲
寺
の
生
石
地
蔵
菩
薩
像
は
寛
政
一
一
年
（
一
七
九
九
）
、
真

玉
町
人
岩
屋
応
暦
寺
の
地
蔵
菩
薩
像
は
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）

で
、
共
に
一
八
世
紀
以
降
の
造
立
で
あ
る
。
国
東
半
島
に
は
凝
灰

岩
や
安
山
岩
が
豊
富
で
、
彫
刻
に
適
し
た
石
材
が
古
く
か
ら
産
出

さ
れ
て
お
り
、
特
に
田
染
石
は
有
名
で
あ
っ
た
。

　
記
録
に
よ
る
と
江
戸
時
代
に
国
東
よ
り
比
叡
山
に
上
り
教
学
と

工
芸
技
術
を
学
び
、
法
橋
位
に
叙
せ
ら
れ
た
二
名
の
石
工
が
修
業

の
後
、
国
東
に
帰
り
数
多
く
の
後
継
者
を
養
成
し
て
い
る
。
別
府

よ
り
ほ
ど
遠
か
ら
ぬ
国
東
の
地
に
、
よ
い
用
材
と
優
れ
た
技
術
者

が
い
た
こ
と
は
、
石
仏
造
立
に
別
府
の
地
は
恵
ま
れ
て
い
た
と
言

え
る
。

　
文
化
年
間
（
一
九
世
紀
初
期
）
に
仏
像
彫
刻
師
と
し
て
活
躍
し

た
石
工
守
屋
貞
治
が
書
き
残
し
た
「
石
仏
菩
薩
細
工
帳
」
に
よ
る

と
、
高
さ
八
九
セ
ン
チ
の
地
蔵
菩
薩
像
一
体
を
彫
刻
す
る
だ
け
で
、

延
ベ
ー
四
一
日
を
要
し
、
費
用
は
石
材
切
り
出
し
か
ら
彫
刻
に
至

る
ま
で
、
二
三
両
二
分
二
朱
か
か
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る

（
当
時
百
姓
一
人
当
た
り
一
年
間
の
生
活
費
は
米
一
石
、
金
に
換

算
す
る
と
一
両
と
言
わ
れ
て
い
た
）
。
江
戸
時
代
（
一
七
世
紀
よ

り
一
八
世
紀
）
は
墓
と
し
て
石
塔
が
建
て
ら
れ
る
の
は
、
庄
屋
ク

ラ
ス
に
限
ら
れ
て
い
た
と
い
う
社
会
的
制
約
（
大
分
合
同
新
聞
朝

刊
「
真
玉
町
向
畑
遺
蹟
」
）
が
存
在
し
て
い
た
。

　
石
仏
造
立
に
は
石
塔
以
上
の
制
約
が
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
の

で
、
造
立
に
は
そ
れ
相
当
の
家
格
と
、
当
時
と
し
て
は
想
像
を
は

る
か
に
超
え
る
大
金
が
か
か
り
、
百
姓
だ
れ
も
が
自
由
勝
手
に
造

立
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
石
仏
は
祀
る
た
め
に
造
ら
れ
、
拝
む
べ
き
も
の
と
し
て
立
て
ら

れ
、
ず
っ
と
崇
拝
さ
れ
て
き
た
。
造
る
人
、
祀
る
人
、
拝
む
人
が

主
役
で
あ
り
、
主
役
（
施
主
）
の
願
い
は
死
者
へ
の
供
養
と
何
ら

か
の
祈
願
を
達
成
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
。
地
蔵
信
仰
の
当

初
（
ハ
世
紀
）
は
、
貴
族
が
死
後
の
極
楽
浄
土
行
き
を
願
っ
て
の

信
仰
で
あ
っ
た
。
鎌
倉
時
代
（
万
一
世
紀
）
に
な
る
と
、
武
士
は

一
族
一
統
の
繁
栄
を
、
ま
た
僧
侶
は
菩
薩
行
の
完
成
を
祈
願
し
成

就
す
る
こ
と
を
念
願
し
て
の
信
仰
と
な
り
、
地
蔵
菩
薩
像
の
造
立
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が
流
行
し
た
。

　
江
戸
時
代
に
な
っ
て
百
姓
の
間
に
も
信
仰
は
広
が
っ
た
。
死
者

へ
の
追
善
供
養
と
火
除
・
盗
難
除
・
病
気
平
癒
の
祈
願
成
就
を
願

い
地
蔵
菩
薩
像
の
造
立
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
、
「
お
地
蔵
さ
ん
」

の
黄
金
時
代
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。

中
浜
地
蔵
尊
の
誕
生

　
古
い
地
蔵
菩
薩
像
が
造
立
さ
れ
て
い
る
場
所
を
み
る
と
、
そ
こ

が
人
里
離
れ
た
神
社
仏
閣
の
境
内
・
墓
地
・
洞
窟
・
峠
・
辻
・
過

去
の
災
害
地
な
ど
の
宗
教
的
霊
地
と
思
わ
れ
る
地
に
多
く
の
造
立

が
な
さ
れ
て
い
る
。
造
立
場
所
は
過
去
に
宗
教
的
な
関
わ
り
の
あ
っ

た
場
所
で
あ
る
と
断
定
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
中
浜
の
地
の
宗
教
的
関
わ
り
を
探
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
時
、

何
の
目
的
で
、
誰
が
地
蔵
菩
薩
像
を
造
立
し
た
か
の
謎
を
解
明
す

る
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
。

　
中
浜
の
宗
教
的
関
わ
り
で
、
地
蔵
尊
の
造
立
を
発
願
さ
せ
る
ほ

ど
の
災
害
と
な
る
と
、
慶
長
三
年
の
鶴
見
岳
大
崩
壊
に
よ
る
土
石

流
で
、
久
光
村
の
村
人
四
〇
余
人
が
犠
牲
に
な
っ
た
こ
と
以
外
に

は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
地
蔵
尊
の
造
立
は
、
慶
長
三

年
以
前
の
造
立
は
あ
り
え
な
い
。

　
造
立
の
目
的
は
、
か
の
大
水
害
で
不
慮
の
死
を
遂
げ
た
久
光
村

の
犠
牲
者
の
追
善
供
養
を
、
目
的
と
し
た
と
す
る
の
が
も
っ
と
も

妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
「
な
に
が
、
造
立
を
発
起
さ
せ
た
の

か
」
そ
の
原
因
が
判
ら
な
い
か
ぎ
り
、
造
立
の
真
相
は
解
明
で
き

な
い
。

　
享
保
一
〇
年
（
一
七
二
五
）
の
海
門
寺
記
の
、
仲
町
の
秋
葉

神
社
由
来
に
よ
れ
ば
、
そ
の
頃
別
府
村
で
し
ば
し
ば
火
災
が
発
生

し
て
住
民
が
困
窮
し
て
い
た
の
で
、
亨
保
九
年
に
堀
助
丞
吉
秋
が
、

阿
岐
（
安
芸
）
よ
り
防
火
の
神
秋
葉
正
一
位
大
権
現
を
奉
載
し
て
、

秋
葉
神
社
を
創
建
し
た
と
あ
る
。

　
当
時
火
災
が
多
発
す
る
の
は
崇
り
に
よ
る
と
考
え
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
崇
り
は
、
慶
長
の
大
水
害
で
不
慮
の
死
を
遂

げ
た
犠
牲
者
の
霊
に
よ
る
と
考
え
て
、
崇
り
の
火
災
を
鎖
め
る
た

め
に
火
除
け
地
蔵
の
地
蔵
菩
薩
を
造
立
し
て
、
犠
牲
者
の
追
善
供

養
を
行
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
石
造
仏
像
の
造
立
に
は
、
そ
れ
相
当
の
家
格
と
財
力

が
伴
わ
な
け
れ
ば
出
来
な
い
こ
と
は
前
記
し
た
。
地
蔵
尊
の
幕
に

は
古
く
よ
り
「
下
が
り
藤
」
の
紋
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
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は
、
施
主
は
同
じ
家
紋
と
断

定
で
き
る
。
「
下
が
り
藤
」

の
家
紋
で
庄
屋
階
級
、
し
か

も
財
力
の
あ
る
分
限
者
を
、

先
に
あ
げ
た
「
小
倉
藩
人
畜

改
帳
」
よ
り
探
す
と
、
佐
藤

与
兵
衛
家
が
候
補
に
あ
が
る
。

　
亡
郷
土
史
家
堀
博
忠
氏
が

同
人
誌
「
学
と
文
芸
」
に
発

表
さ
れ
た
論
述
に
よ
る
と
、

与
兵
衛
は
世
襲
名
で
、
大
友

家
豊
後
改
易
の
後
に
別
府
の

統
治
者
と
な
っ
た
細
川
藩
士
松
井
佐
渡
守
康
之
に
よ
っ
て
、
大
庄

屋
堀
助
丞
を
補
佐
監
督
す
る
目
付
け
に
任
じ
ら
れ
、
廃
藩
置
県
に

至
ま
で
の
間
、
捨
扶
持
を
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
同
家
に
は
、
現
在
一
番
旧
い
も
の
で

慶
長
一
七
年
（
一
六
コ
ー
）
祐
言
信
士
の
墓
石
を
は
じ
め
、
明
治

一
〇
年
に
至
る
ま
で
の
墓
石
一
〇
七
基
を
野
口
墓
地
に
も
っ
て
い

る
。
檀
那
寺
臨
済
宗
崇
福
寺
に
現
存
す
る
「
万
霊
帳
」
は
、
明
暦

元
年
（
ヱ
八
五
五
）
月
桂
妙
秋
信
女
　
別
府
与
兵
衛
母
と
の
記
入

で
始
ま
っ
て
お
り
ま
、
謐
号
の
居
士
は
正
徳
元
年
（
一
七
三
Ｉ
）

祐
悦
居
士
に
贈
ら
れ
て
い
る
。
墓
石
・
万
霊
帳
・
謐
号
で
判
る
よ

う
に
相
当
な
家
格
を
も
っ
た
家
で
あ
る
。

か
こ

一

与
兵
衛

　
女
房

　
女
子
お
い

　
親
喜
衛
門
慰

歳
三
八

歳
三
五

歳
八
ツ

歳
六
拾

下
人
弥
三
郎

下
人
喜
四
郎

下
人
弥
七
郎

下
人
源
五
郎

女
房

　
歳
三
三

　
歳
四
八

　
歳
弐
五

　
歳
弐
七
　
　
一

　
歳
四
八
　
2
0

牛
　
三
疋
　
　
一

馬
　
壱
疋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
小
倉
藩
人
畜
改
帳
」

右
の
よ
う
に
、
「
か
こ
」
　
（
船
頭
）
で
下
男
・
名
子
を
六
人
牛
馬

四
匹
を
も
っ
た
、
同
苗
村
で
は
五
指
に
入
る
分
限
者
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
市
立
図
書
館
の
古
文
書
の
な
か
に
、
嘉
永
二
年
（
一
八

四
九
）
の
八
四
両
の
貸
付
証
文
が
あ
り
、
同
家
の
財
力
を
示
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
考
え
る
と
、
同
家
が
地
蔵
尊
の
施
主

の
資
格
を
十
分
に
備
え
て
い
た
こ
と
が
立
証
さ
れ
る
。



　
同
家
が
「
か
こ
」
で
仲
町
に
居
住
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

久
光
村
の
生
き
残
り
と
考
え
ら
れ
る
。
久
光
村
の
生
き
残
り
の
者

は
、
往
還
道
路
の
山
側
に
新
し
い
邑
（
北
町
、
本
町
、
仲
町
、
南

町
）
を
つ
く
り
住
ん
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
享
保
九
年
に
頻
繁
に
お
こ
っ
た
火
災
は
、
犠
牲
と
な
っ
た
先
祖

の
霊
を
子
孫
の
者
が
供
養
を
し
な
い
崇
り
と
考
え
、
も
と
の
久
光

村
の
一
遇
（
中
浜
）
に
地
蔵
菩
薩
像
を
造
立
し
て
、
先
祖
の
追
善
供

養
と
火
伏
せ
の
願
と
、
板
子
一
枚
下
は
地
獄
の
「
か
こ
」
稼
業
の

航
海
安
全
を
も
あ
わ
せ
て
祈
願
し
た
も
の
と
思
う
。
地
蔵
尊
は
古

記
録
に
記
載
が
な
い
。
公
の
記
録
に
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
地
蔵

尊
は
も
と
も
と
個
人
の
念
持
仏
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
秋
葉
通
り
の
日
豊
線
ガ
ー
ド
下
付
近
か
ら
海
岸
を
望
む
と
、
海

岸
に
向
か
っ
て
下
り
傾
斜
の
道
路
が
、
サ
ザ
ン
ク
ロ
ス
付
近
よ
り

再
び
上
り
傾
斜
に
な
り
、
中
浜
地
区
が
高
台
に
な
っ
て
い
る
の
が

よ
く
判
る
。
防
潮
ブ
ロ
ッ
ク
が
浜
町
海
岸
に
設
置
さ
れ
る
以
前
は
、

台
風
が
満
潮
時
と
重
な
る
と
海
水
が
排
水
溝
を
逆
流
し
て
、
銀
天

街
一
帯
が
水
浸
し
に
な
っ
て
も
中
浜
に
は
海
水
の
侵
入
が
な
か
っ

た
。
中
浜
の
土
地
が
周
囲
よ
り
一
段
高
い
こ
と
が
よ
く
判
っ
た
。

そ
れ
は
、
現
在
の
中
浜
地
蔵
堂
一
帯
の
地
は
、
浜
脇
湾
に
浮
か
ん

で
い
た
久
光
村
の
旧
跡
を
残
し
た
土
地
の
一
部
で
あ
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
仮
説
を
組
み
立
て
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
秋
葉
神
社
が
創
建
さ
れ
た
享
保
九
年
に
、
仲
町
の
佐
藤
与
兵
衛

は
頻
繁
に
起
こ
る
火
災
が
、
慶
長
三
年
の
大
水
害
に
よ
る
久
光
村

の
犠
牲
者
の
霊
を
供
養
し
な
か
っ
た
崇
り
に
よ
る
も
の
と
考
え
、

久
光
村
の
旧
跡
中
浜
の
地
に
犠
牲
者
の
追
善
供
養
の
た
め
に
地
蔵

尊
像
を
造
立
し
て
、
火
除
け
と
航
海
の
安
全
を
祈
願
し
た
の
が
、

今
日
の
中
浜
地
蔵
尊
で
あ
る
。

　
信
仰
で
大
切
な
こ
と
は
、
仏
を
造
っ
た
人
、
祀
っ
た
人
、
祈
っ

た
人
即
ち
施
主
の
意
志
を
後
世
の
人
が
尊
重
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
　
「
真
実
は
一
つ
、
そ
れ
は
仮
説
か
ら
出
発
す
る
。
」
と
の
歴
史

学
者
の
言
葉
に
随
っ
て
、
少
し
で
も
真
実
に
近
づ
け
た
い
と
の
願

い
で
、
仮
説
を
あ
え
て
問
う
た
次
第
で
あ
る
。

　
【
参
考
資
料
】
中
浜
地
蔵
尊
由
来
記
　
日
本
の
仏
像
大
百
科
　
大

分
の
石
造
美
術
　
日
本
の
石
仏
　
大
分
の
庶
民
仏
教
　
国
東
文
化

と
石
仏
　
沈
ん
だ
島
　
国
東
半
島
の
石
仏
　
日
本
の
石
仏
事
典

大
分
の
歴
史
事
典
日
本
の
宗
教
史
　
豊
後
磨
崖
仏
散
歩
　
仏
像
の

み
か
た
　
別
火
公
開
講
座
　
ニ
ュ
ー
ラ
イ
フ
文
化
財
講
座
　
他
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